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平成３０年度包括外部監査結果について

１ 監査テーマ

「岡山県教育委員会の財務に関する事務の執行について」
近年の監査対象

・平成29年度

「公有財産の管理に関する事務の執行について」

・平成28年度

「観光及びこれに関連する事業に係る財務に関する事務の執行について」

・平成27年度

「委託料に関する財務事務の執行について」

２ 監査対象

（１）期 間 平成２９年度（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

（２）機 関 岡山県教育委員会が所管する県立学校及び生涯学習センター、

県立図書館、（公財）岡山県育英会

３ 包括外部監査人 上坂 岳大（公認会計士）
こうさか たかひろ

４ 監査の視点

・事務機器等の物品の管理事務は適切に行われているか。

・委託・工事等の事務処理は適切に行われているか。

・勤怠管理・人事評価を含む教職員の人事関係事務が適切に行われているか。

・学校徴収金の管理を含む学校経理事務が適切に行われているか。

・県立学校の学校評価が適切に行われているか。

・生涯学習センター及び県立図書館における各種事務は適切に行われているか。

５ 監査の実施状況及び今後のスケジュール

３０年８月２７日 教育委員会事業全体の聞き取り調査～

各課事業内容の聞き取り調査

９月１４日 現地調査対象校の決定～

高等学校５校・中等教育学校１校・特別支援学校１校

１１月 ８日 生涯学習センター・県立図書館現地調査

１２月１７日 （公財）岡山県育英会の聞き取り調査

３１年 ２月 ５日 包括外部監査結果報告書（案）の内容確認依頼～

意見調整

（３月１４日 包括外部監査結果報告書を監査事務局に提出）

３月２０日 副知事受領

３月２０日 （行革室から）議長、総務委員会に属する議員へ概要版

を配付

３月２６日 県公報及び県ＨＰにおいて、包括外部監査結果を公表

４月 ５日 教育委員会へ報告

６ 月 上 旬 （行革室から）指摘事項等に対する措置状況の回答依頼

７ 月 上 旬 措置状況の回答～

内容確認

３２年 ２ 月 上 旬 （行革室から）監査委員へ措置状況の提出
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６ 監査結果総括（指摘事項 ５件、意見 １９件 計 ２４件）

今回の指摘及び意見については、定められた事務処理のそもそもの趣旨を正

しく理解していないことに起因するものと考えられる。定められた事務処理は

なぜ行うのか、誰が行うべきなのかという点についての趣旨を踏まえて実施す

ることが肝要である。

７ 指摘事項等数

項 目 指摘事項 意見 計

( 1) 物品の購入・管理 １ ２ ３

( 2) 委託・工事等の事務処理 － １ １

( 3) 勤怠管理 － １ １

( 4) 教職員の人事評価 － － －

( 5) 授業料管理 １ － １

( 6) 寄附金管理 － － －

( 7) 奨学金管理 － １ １

( 8) 給食費管理 － － －

( 9) 情報関連機器等管理 ３ １ ４

(10) 学校徴収金管理 － ３ ３

(11) 学校評価 － ４ ４

(12) 生涯学習センター － ６ ６

(13) 県立図書館 － － －

計 ５ １９ ２４

８ 指摘事項・意見について

（１）物品の購入・管理 【指摘１件、意見２件】

・薬品管理について、棚卸差異の調査及び学校長への結果報告をすること。（指

摘）

・予定価格の積算根拠について、適切に保管すること。（意見）

・備品の所在を定期的に確かめ、備品整理簿の正確性を高めること。また、

事務コスト削減の観点から備品とする基準額の引き上げを検討するこ

と。（意見）

（２）委託・工事等 【意見１件】

・スクールバス運行委託の予定価格の積算方法について、不適切であり再

考すること。

（３）勤怠管理 【意見１件】

・時間外勤務の報告が正しく実施されていない学校があり、是正すること。

（４）授業料管理 【指摘１件】

・督促状送付票兼滞納金整理票に記載された納期限が不適切であり、チェ

ックする内部統制機能を強化すること。

（５）奨学金管理 【意見１件】

・奨学金事業の運営主体である育英会が管理する東京寮について、残存耐

用年数が現実と乖離している。経済的使用可能期間に見合ったものとな

っているか、再度検討すること。
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（６）情報関連機器等管理 【指摘３件、意見１件】

・業務用パソコンの持ち帰りを行う場合に、必要な所属長の許可が得られてな

い。（指摘）

・サーバー室の施錠がされていないことで、情報の持ち出し等のリスクが

あり、物理的セキュリティの強化をすること。（指摘）

・USB メモリ等を利用する際には、定められた手続きに従い、外部記録媒
体等利用簿を作成すること。（指摘）

・サーバーとそのバックアップ機器が同一場所にあり、同時被災のリスク

があるため、物理的セキュリティの強化をすること。（意見）

（７）学校徴収金 【意見３件】

・部活動費の管理を保護者に任せているが、本来学校が管理すべきである。

・会計責任者、監査担当者を文書により明示すること。

・帳簿と通帳の残高照合を実施する等適切に会計処理すること。

（８）学校評価 【意見４件】

・学校評価結果を公表すること。その際、地域住民に広く周知するためホ

ームページに掲載すること。

・目標の達成基準を設定すること。また客観的な達成基準とすること。

・決定事項等を共有するため学校関係者評価委員会の議事録を作成するこ

と。

・学校関係者評価委員へ旅費を支給すること。

（９）生涯学習センター 【意見６件】

・お互いの認識齟齬を発生させないため、指定管理者との協議記録を作成

すること。

・周辺ブロックが歪曲化しており、崩落防止等事故防止策を実施すること。

・物品供用管理員の管轄エリアが広いため、備品整理簿に保管場所を明記

すること。

・備品の所在を定期的に確かめ、備品整理簿の正確性を高めるべき。また、

事務コスト削減の観点から備品とする基準額の引き上げを検討すること。

・指定管理料により購入した備品は県に帰属するが、当該備品の有無や内

容を指定管理者に適時報告させる仕組みを設け、漏れなく県備品の管理

をすること。

・指定期間終了後に県に返還される備品リストについて、指定管理者によ

り適時更新されているか等について調査を実施し、県資産の保全に努め

ること。










































